
○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）  ※郡山市地域密着型サービス等運営委員会関係条文 

 

 （地域密着型介護サービス費の支給） 

第四十二条の二 略 

２～４ 略 

５ 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あ

らかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験

を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 

６～10 略 

 

 （地域密着型介護予防サービス費の支給） 

第五十四条の二 略 

２～４ 略 

５ 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、

あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経

験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 

６～10 略 

 

 （指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第七十八条の二 略 

２～６ 略 

７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき、又は前項第四号若しくは第五

号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う

介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

８～11 略 

 

 （指定地域密着型サービスの事業の基準） 

第七十八条の三 略 

２ 略 

第七十八条の四 略 

２～５ 略 



６ 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び

指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、

当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者

の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 

７・８ 略 

 

 （指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定） 

第百十五条の十二 略 

２～４ 略 

５ 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が

行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

６・７ 略 

 

 （指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準） 

第百十五条の十三 略 

２ 略 

第百十五条の十四 略 

２～５ 略 

６ 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する

基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとすると

きは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び

学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 

７・８ 略 

 

（指定介護予防支援事業者の指定） 

第百十五条の二十二 略 

２・３ 略 

４ 市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護

保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

 


